
プレスリリース 平成１４年１０月２日

生産局畜産部飼料課

「今後の飼料政策の展開方向に関する実行プログラム （工程表）の配付「今後の飼料政策の展開方向に関する実行プログラム （工程表）の配付「今後の飼料政策の展開方向に関する実行プログラム （工程表）の配付「今後の飼料政策の展開方向に関する実行プログラム （工程表）の配付」」」」

今般 「今後の飼料政策の展開方向 （報告書）に基づき、飼料問題懇、 」

談会の検討等を受け、上記工程表が別添のとおり決定致しましたので、

配付します。

問い合わせ先

〒 東京都千代田区霞が関１の２の１100-8950

農林水産省生産局畜産部飼料課

03-3502-8111 3998,4001℡ 内

Fax03-3580-0078

担当（矢花、久野）
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「今後の飼料政策の展開方向」に関する実行プログラム（工程表）「今後の飼料政策の展開方向」に関する実行プログラム（工程表）「今後の飼料政策の展開方向」に関する実行プログラム（工程表）「今後の飼料政策の展開方向」に関する実行プログラム（工程表）
実 現 す べ き 具 体 的 措 置実 現 す べ き 具 体 的 措 置実 現 す べ き 具 体 的 措 置実 現 す べ き 具 体 的 措 置

目 標目 標目 標目 標
平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度以降平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度以降平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度以降平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度以降

「今後の飼料政策の展開方向」で示 ・左記の施策を推進 ・左記の施策を推進今後の飼料政策の今後の飼料政策の今後の飼料政策の今後の飼料政策の 「 」、「 」、「 」、「 」、「 」、「 」、「 」、「 」、「 」、「 」、「 」、「 」、安全 安心 安定供給安全 安心 安定供給安全 安心 安定供給安全 安心 安定供給

されている下記の施策を有機的に連展開方向展開方向展開方向展開方向 「安価（低コスト化 」の４つ「安価（低コスト化 」の４つ「安価（低コスト化 」の４つ「安価（低コスト化 」の４つ））））
として、 携させることにより ・ 食料・農業・農村基本計画」の「安」をキーワード 「食と農の再の「安」をキーワード 「食と農の再の「安」をキーワード 「食と農の再の「安」をキーワード 「食と農の再、 「

我が国畜産の発展とこれを支え の見直しに併せた新たな展開生プラン」を踏まえ、消費者及び生生プラン」を踏まえ、消費者及び生生プラン」を踏まえ、消費者及び生生プラン」を踏まえ、消費者及び生
る を目指す 方向についての検討飼料供給体制の確立 産者の視点に立った総合的な飼料施飼料供給体制の確立 産者の視点に立った総合的な飼料施飼料供給体制の確立 産者の視点に立った総合的な飼料施飼料供給体制の確立 産者の視点に立った総合的な飼料施

策を推進策を推進策を推進策を推進
・自給飼料増産・自給飼料増産・自給飼料増産・自給飼料増産
・流通飼料の合理化・流通飼料の合理化・流通飼料の合理化・流通飼料の合理化
・飼料の安全性確保・飼料の安全性確保・飼料の安全性確保・飼料の安全性確保
・資源循環型畜産の推進・資源循環型畜産の推進・資源循環型畜産の推進・資源循環型畜産の推進
・セーフティネットとしての備蓄事・セーフティネットとしての備蓄事・セーフティネットとしての備蓄事・セーフティネットとしての備蓄事
業の再検討業の再検討業の再検討業の再検討

１ 自給飼料の増産１ 自給飼料の増産１ 自給飼料の増産１ 自給飼料の増産
・畜産物の安全と安心を確保す ・ 飼料増産推進計画」の達成に向 ・左記の施策を推進 ・ 食料・農業・農村基本計画」(1) 安全・安心な畜産物(1) 安全・安心な畜産物(1) 安全・安心な畜産物(1) 安全・安心な畜産物 「 「

るため、自給飼料に立脚した け飼料増産戦略会議において、活 の見直しに併せ 「飼料増産供給のため、自給飼料供給のため、自給飼料供給のため、自給飼料供給のため、自給飼料 、

生産構造への転換を推進し、 動計画、重点推進事項等を定め、 推進計画」の見直しについてに立脚した生産構造へに立脚した生産構造へに立脚した生産構造へに立脚した生産構造へ
飼料自給率の向上と飼料生産 関係者一体となった飼料増産運動 検討の転換の転換の転換の転換
コストの低減を図る観点から を展開
「 」食料・農業・農村基本計画
に即して策定された「飼料増
産推進計画」の達成を目指す

・地域の自然的・社会的条件に ・畜産農家への土地利用の集積及び ・左記の施策を推進 ・左記の施策を推進(2) 地域条件に応じてタ(2) 地域条件に応じてタ(2) 地域条件に応じてタ(2) 地域条件に応じてタ
応じた戦略的な飼料増産を推 団地化の促進及び転作田、耕作放ーゲットを絞った効果ーゲットを絞った効果ーゲットを絞った効果ーゲットを絞った効果
進 棄地等の活用を通じた飼料基盤の的な飼料増産戦略の構的な飼料増産戦略の構的な飼料増産戦略の構的な飼料増産戦略の構

拡大築築築築
・技術実証等を通じた飼料作物の単
収及び品質の向上

・共同利用、コントラクターの育成
を通じた高能率な生産体系の確立

・自然条件、土地条件を活かした日
本型放牧の推進

・稲わら・野草等地域の未利用資源
の活用
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実 現 す べ き 具 体 的 措 置実 現 す べ き 具 体 的 措 置実 現 す べ き 具 体 的 措 置実 現 す べ き 具 体 的 措 置
目 標目 標目 標目 標

平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度以降平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度以降平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度以降平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度以降
水田での飼料作物の生産拡大に向け ・左記の施策を推進 ・左記の施策を推進・・・・田田田田
た耕畜連携の推進（稲発酵粗飼料、
稲わら等）

・給与実証を通じた稲発酵粗飼料の ・給与実証を通じた稲発酵粗飼料の ・米政策の再構築に向けた施策
計画的な推進（給与実証事業の活 普及及び推進 と併せた耕畜連携のための施
用、マニュアルの改訂、配付等） 策の展開

・国産稲わらの利用拡大に向けた全 ・稲わら利用の計画的な推進 ・広域利用のための体制、条件
国キャラバンの展開（農産サイド 整備の推進
と一体となった推進、肥育農家等
へのキャンペーン）

・米政策の再構築の検討に併せた耕 ・米政策の再構築に向けた耕畜連携 ・米政策の再構築に向けた施策
畜連携の推進の検討（効果的な耕 による飼料作物作付け拡大のため の展開と併せた水田での作付
畜連携のあり方等） の施策の検討 拡大、定着

生産性の向上のための、高単収飼料 ・左記の施策を推進 ・左記の施策を推進・畑・畑・畑・畑
作物の導入、省力的な作業体系の確
立、基盤整備の推進 ・新たな土地改良長期計画の策定と ・左記の施策の推進

併せた基盤整備の推進（意欲ある
農業経営体の育成・支援、循環型
社会の構築に向けた取組等）

・とうもろこし等の作付拡大 ・耐倒伏性に優れたｎｏｎ－ＧＭＯ ・省力化作業体系の推進 ・省力化作業体系の普及
国内育成品種の普及 （ワンマンオペレーションが可能

となる作業機械の実用化の推進）

・草地整備等の着実な推進 ・草地、飼料畑の大区画化、団地化 ・左記の施策の推進 ・左記の施策の推進
による生産性の高い飼料基盤の整
備の推進、

・整備コストの低減、工期の短縮等 ・左記の施策の推進 ・左記の施策の推進
効率的な基盤整備の推進
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実 現 す べ き 具 体 的 措 置実 現 す べ き 具 体 的 措 置実 現 す べ き 具 体 的 措 置実 現 す べ き 具 体 的 措 置
目 標目 標目 標目 標

平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度以降平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度以降平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度以降平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度以降
中山間における林地、野草地、耕作 ・左記の施策の推進 ・左記の施策の推進・中山間中山間中山間中山間
放棄地等の畜産的利用の促進及び日
本型放牧（水田放牧、周年放牧等）
の定着・普及

・公共牧場の活用、耕作放棄地、樹 ・中山間における飼料基盤の拡大に ・左記の施策の推進
園地、桑園等の簡易な整備による 関する条件整備の推進
放牧利用の促進

・放牧サミットの開催等普及啓発の ・日本型放牧の拡大のための技術指 ・拠点地区の構築とこれを核と
展開 導等サポート体制整備 した放牧への取組の推進

・放牧による畜産物の評価、消費者
等への情報提供体制の整備

共同利用、コントラクター（飼料生 ・左記の施策を推進 ・左記の施策を推進・コントラクター等・コントラクター等・コントラクター等・コントラクター等
産受託組織）の育成を通じた飼料生
産の組織化、外部化を推進

・耕種・畜産部門の横断的な総合コ ・稲発酵粗飼料等の作業も取り込ん ・左記の施策の推進
ントラクターの育成 だ総合コントラクターの展開

・コントラクター全国協議会の設立 ・全国的及び地域的なコントラクタ ・左記の施策の推進
（組織化に併せ、情報交換体制の整 ーの育成の推進
備）

・過度に効率性を追求した畜産 土－草－牛の資源循環が可能となる ・左記の施策の推進 ・左記の施策の推進(3) 人・家畜・環境に優(3) 人・家畜・環境に優(3) 人・家畜・環境に優(3) 人・家畜・環境に優
経営から、環境・安全性にも 日本型放牧等への取組を推進 ・環境保全に資する草地造成整備手 ・草地の多面的機能についてのしい日本型畜産（放牧しい日本型畜産（放牧しい日本型畜産（放牧しい日本型畜産（放牧
配慮した資源循環型の持続的 法の検討及び普及 情報提供、消費者等への啓発等）の展開等）の展開等）の展開等）の展開
な家畜生産体制を確立 ・地球温暖化抑制効果等草地の多面

的機能についての調査

・生産プロセスの開示による生 ・都市住民の憩いの場となるふれあ ・左記の施策を推進 ・左記の施策を推進(4) 生産プロセスの開示(4) 生産プロセスの開示(4) 生産プロセスの開示(4) 生産プロセスの開示
産者と消費者との結びつきの い牧場等の整備 ・消費者との連携の下に、国産粗飼や情報提供を通じて消や情報提供を通じて消や情報提供を通じて消や情報提供を通じて消
強化と畜産理解の醸成 ・牧場での体験学習の推進 料主体の安全・安心な畜産生産を ・粗飼料多給型畜産物の消費者費者が選択し得る畜産費者が選択し得る畜産費者が選択し得る畜産費者が選択し得る畜産

・畜産情報ネットワーク（ホームペ 推進（都道府県段階での飼料増産 への理解の醸成の確立の確立の確立の確立
ージ：ＬＩＮ）を通じた消費者へ 戦略会議での検討）
の畜産物や畜産物生産に関する情 ・放牧や粗飼料多給型の畜産物の評 ・左記の施策を推進
報提供の推進 価、消費者等への情報提供
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実 現 す べ き 具 体 的 措 置実 現 す べ き 具 体 的 措 置実 現 す べ き 具 体 的 措 置実 現 す べ き 具 体 的 措 置
目 標目 標目 標目 標

平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度以降平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度以降平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度以降平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度以降

・輸入畜産物との競合が強まる ・配合飼料工場の更なる集約化、企 ・左記の検討を踏まえ対応 ・左記の検討を踏まえ対応2 流通飼料の合理化2 流通飼料の合理化2 流通飼料の合理化2 流通飼料の合理化
中で、国内畜産物の生産性向 業間の製造受委託の推進による飼
上を図るため、飼料製造・流 料製造・流通コスト低減を検討
通コストを低減

・業界の自由競争の中での、自 ・配合飼料工場における製造状況、 ・左記の施策を推進 ・左記の施策を推進(1) 配合飼料製造・供給(1) 配合飼料製造・供給(1) 配合飼料製造・供給(1) 配合飼料製造・供給
らの改革への取組を基本とす 企業間の受委託に係る実態調査の体制の再編・合理化体制の再編・合理化体制の再編・合理化体制の再編・合理化
る配合飼料工場の更なる集約 実施 ・企業間の製造受委託の推進等に係 ・供給体制合理化に向けた課題
化、企業間の製造受委託の推 る検討の場を設置し、配合飼料製 を踏まえ、配合飼料工場の更
進 造 なる集約化、企業間の製造受

委託の推進
・供給体制再編合理化に向けた課題
の分析の実施

・牛用飼料の製造ラインの専用 ・牛用飼料の製造ラインの専用化に ・牛用飼料の製造ラインの専用化の ・牛用飼料製造ラインの専用化
化 係る実態把握、税制措置要望 促進 の促進

・専用化の措置状況に係る実態調査

・３民間基金、配合飼料供給安 ・３民間基金、配合飼料供給安定機 ・左記の施策を推進 ・左記の施策を推進(2) 効率的な配合飼料価(2) 効率的な配合飼料価(2) 効率的な配合飼料価(2) 効率的な配合飼料価
定機構が自主的に効率的な運 構による現状分析と課題の把握格安定制度の運営方法格安定制度の運営方法格安定制度の運営方法格安定制度の運営方法
営や今後の制度の在り方につ ・３民間基金、配合飼料供給安の促進の促進の促進の促進
いて協議・検討 定機構による効率的な実施方

法の検討
・専増産ふすま制度の廃止（平 ・専増産ふすま代替飼料の開発・普 ・専増産ふすま代替飼料への本格的 ・左記の施策の推進(3) その他(3) その他(3) その他(3) その他
成１４年度末）に伴い、専増 及を図るための流通試験を実施及 な移行を踏まえた普及・定着及び
産ふすま代替飼料の供給体制 び情報提供 供給体制の一層の促進
の整備及び普及
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実 現 す べ き 具 体 的 措 置実 現 す べ き 具 体 的 措 置実 現 す べ き 具 体 的 措 置実 現 す べ き 具 体 的 措 置
目 標目 標目 標目 標

平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度以降平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度以降平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度以降平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度以降

・飼料の安全性の確保のため、 ・食品安全基本法案（仮称）ととも ・食品安全委員会（仮称）が実施す ・左記の施策を推進３ 飼料の安全性確保３ 飼料の安全性確保３ 飼料の安全性確保３ 飼料の安全性確保
基本理念等を規定する食品安 に、飼料のリスク管理を強化する る飼料及び飼料添加物に関するリ
全基本法案（仮称）の制定に 等所要の見直しを行う飼料安全法 スク評価と連携しつつ、改正飼料
伴って、飼料安全法について 改正案を次期通常国会に提出 安全法によるリスク管理の実施
所要の改正を実施するととも
に、食品安全委員会（仮称）
のリスク評価に基づくリスク
管理を適切に実施

・有害物質等飼料の安全性に係 ・ＢＳＥ対策について、動物性たん ・ＢＳＥ対策、許容基準が設定され ・左記の施策を推進(1) 飼料の安全性に関す(1) 飼料の安全性に関す(1) 飼料の安全性に関す(1) 飼料の安全性に関す
る検査体制を整備・強化する 白質（豚肉骨粉等）規制のあり方 た有害物質、抗菌性物質による薬るリスク管理等の強化るリスク管理等の強化るリスク管理等の強化るリスク管理等の強化
等リスク管理の強化と消費者 について検討、省令改正 剤耐性及び残留等について適切な
へ情報を適宜・的確に実施す リスク管理の実施
る等リスクコミュニケーショ ・農薬、マイコトキシン等の有害物
ンを適切に実施 質の許容基準について検討、省令

化

・ＧＭＯ利用飼料等の安全性審査の ・ＧＭＯ利用飼料について、省令に ・左記の施策を推進
省令化 基づく安全性審査、安全性確認検

査、情報提供体制の整備を実施
・抗生物質等の飼料添加物について
安全性に関する最新の科学的知見
を踏まえて指定の見直しを実施

・飼料の安全性に関するホームペー ・左記の施策を推進
ジを開設し、消費者等への適切な
情報提供を実施
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実 現 す べ き 具 体 的 措 置実 現 す べ き 具 体 的 措 置実 現 す べ き 具 体 的 措 置実 現 す べ き 具 体 的 措 置
目 標目 標目 標目 標

平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度以降平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度以降平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度以降平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度以降
・畜産農家段階での飼料給与実 ・畜産農家において、給与飼料の名 ・左記の施策を推進 ・左記の施策を推進(2) トレーサビリティシ(2) トレーサビリティシ(2) トレーサビリティシ(2) トレーサビリティシ
態を把握するための飼料給与 称や製造業者等を記録する飼料給ステムの整備ステムの整備ステムの整備ステムの整備
履歴台帳の整備 与台帳を整備

・消費者等が必要に応じて飼料 ・製造飼料の原材料等の内容をイン ・地域又は生産者グループが飼料給 ・左記の施策を推進
給与履歴を検索することが可 ターネット上で検索することが可 与台帳をデータベース化し、これ
能となる飼料給与履歴データ 能となる製造飼料データベースを らの情報をインターネットを活用
ベースの開発、普及 構築 して消費者等へ提供

・これを通じて、事後的に給与飼料
等の生産履歴を確認できる体制を
構築

・飼料製造段階での有害物質混 ・食品安全基本法案（仮称）ととも ・改正飼料安全法に基づきＧＭＰの ・左記の施策を推進(3) 飼料製造段階での安(3) 飼料製造段階での安(3) 飼料製造段階での安(3) 飼料製造段階での安
入防止等のためのＧＭＰの導 に、飼料のリスク管理を強化する 設定と製造業者の認定全性対策の強化全性対策の強化全性対策の強化全性対策の強化
入の検討を実施 等所要の見直しを行う飼料安全法

改正案を次期通常国会に提出（Ｇ
ＭＰの導入検討等）

・飼料製造業者の安全に対する ・飼料安全法に基づく、新たな飼料 ・飼料製造業者の安全に対する意識 ・左記の施策を推進
意識の向上と安全性確保体制 製造基準を策定するとともに、当 向上を図るための業界の自主的な
の整備を促進 該基準（牛用飼料の製造ラインの 安全性確保体制整備を促進

専用化）に即した飼料工場・施設
等を新増設した場合の税制措置を ・新たな飼料の製造基準に即した飼 ・左記の施策を推進
要望 料工場・施設等の新増設を推進
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実 現 す べ き 具 体 的 措 置実 現 す べ き 具 体 的 措 置実 現 す べ き 具 体 的 措 置実 現 す べ き 具 体 的 措 置
目 標目 標目 標目 標

平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度以降平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度以降平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度以降平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度以降

・家畜排せつ物法に基づき、家 ・左記の施策を推進 ・左記の施策を推進 ・家畜排せつ物法に基づく、適４ 資源循環型畜産の４ 資源循環型畜産の４ 資源循環型畜産の４ 資源循環型畜産の
畜排せつ物の適正な処理、草 正な家畜排せつ物のリサイク推進推進推進推進
地等への還元を促進 ルの推進（平成１６年１０月

：管理基準の猶予期限）

・資源循環型社会の構築に向け ・ 食品循環資源の再生利用等の促 ・左記の施策を推進 ・左記の施策を推進「
て、食品廃棄物等地域資源の 進に関する法律 （食品リサイク」
リサイクルの推進 ル法）に基づく、有機性資源飼料

化への取組を推進

・家畜排せつ物処理施設及びた ・家畜排せつ物処理施設及びたい肥 ・左記の施策を推進 ・左記の施策を推進(1) 家畜排せつ物の還元(1) 家畜排せつ物の還元(1) 家畜排せつ物の還元(1) 家畜排せつ物の還元
い肥の還元用草地の一体的整 の還元用草地の一体的整備の推進等資源循環型畜産の推等資源循環型畜産の推等資源循環型畜産の推等資源循環型畜産の推
備の推進 ・バイオマス・ニッポン総合戦略を ・家畜排せつ物法に基づく家畜進進進進

・家畜排せつ物の広域集中処理を行 踏まえ、家畜排せつ物の特性に応 排せつ物の適正なリサイクル
う「中核処理施設」の整備の促進 じたたい肥化、エネルギー利用等 推進（平成１６年１０月：管

を推進 理基準の猶予期限）

・家畜排せつ物処理施設の整備に当 ・家畜排せつ物のより一層の適
たって民間の技術やノウハウを活 正な処理の推進
用（ＰＦＩ等）した効率的な整備
を推進

・畜産高密度地域等における家畜排 ・畜産高密度地域等において、炭化
せつ物の多様な処理の推進 処理施設による家畜排せつ物の減 ・左記の施策を推進

容化を推進

・家畜排せつ物中の窒素及びリ ・既開発飼料の実証試験により効果 ・実証試験を終了した飼料について ・左記の施策を推進(2) 環境にやさしい飼料(2) 環境にやさしい飼料(2) 環境にやさしい飼料(2) 環境にやさしい飼料
ンを低減するような飼料給与 を検討 実用化・普及促進の開発促進の開発促進の開発促進の開発促進
技術の実用化、普及、定着を ・添加消化酵素の検討、アミノ酸バ ・同左の飼料について実証試験によ
推進 ランスの検討により新規の環境負 り効果を検討 ・左記の施策を推進

荷低減飼料を検討

・ 食品循環資源の再生利用等 ・食品廃棄物の飼料化のための施設 ・左記の施策を推進 ・左記の施策を推進(3) 食品廃棄物のリサイ(3) 食品廃棄物のリサイ(3) 食品廃棄物のリサイ(3) 食品廃棄物のリサイ 「

の促進に関する法律 （食品 整備を推進クル等の推進クル等の推進クル等の推進クル等の推進 」
リサイクル法）に則し、安全 ・リサイクル飼料の取組事例等の情 ・取組事例を整理し、適切なリスク ・普及促進のための施策の推進
性、供給や品質の安定性、保 報収集・整理 評価を行った上、安全かつ経済的 （取扱マニュアルの作成、規制
存性、コスト面での優位性等 な飼料化のための取扱マニュアル のあり方についての検討等）
の確保 等を検討



- 8 -

実 現 す べ き 具 体 的 措 置実 現 す べ き 具 体 的 措 置実 現 す べ き 具 体 的 措 置実 現 す べ き 具 体 的 措 置
目 標目 標目 標目 標

平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度以降平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度以降平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度以降平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度以降

・飼料の安定供給を図る観点か ・備蓄水準、備蓄運営の効率化と健 ・左記の検討を踏まえ対応 ・左記の検討を踏まえ対応5 セーフティネットと5 セーフティネットと5 セーフティネットと5 セーフティネットと
、 、しての備蓄事業の再しての備蓄事業の再しての備蓄事業の再しての備蓄事業の再 ら、飼料穀物備蓄制度の適切 全化 運営方法の明確化・弾力化

な運営 運営ルールの透明性・客観性の確検討検討検討検討
保による適切な運営の方策を検討

・備蓄を取り巻く情勢変化を踏 ・配合飼料主原料の需要量が減少傾 ・当面における備蓄水準の削減を実 ・想定される事態及びその影響(1) 備蓄水準の見直し(1) 備蓄水準の見直し(1) 備蓄水準の見直し(1) 備蓄水準の見直し
まえ、備蓄水準の見直しを実 向で推移していること等を踏まえ 施 等を検証し、妥当な備蓄水準、
施 当面における備蓄水準の削減を検 について検討

討
・段階的な備蓄水準の削減を実
施

・備蓄コストの低減、簿価と時 ・備蓄穀物の一部について買替えを ・左記を引き続き実施 ・左記を引き続き実施(2) 備蓄運営の効率化と(2) 備蓄運営の効率化と(2) 備蓄運営の効率化と(2) 備蓄運営の効率化と
価の大きな「逆ざや」状態の 実施健全化健全化健全化健全化
改善といわゆる「含み損」の
縮減、借入金の返済などを併 ・弾力的買替え（備蓄水準に一定の ・左記の検討を踏まえ対応 ・左記の検討を踏まえ対応
行的かつ段階的に取り組むこ 幅を持たせた上で、高価格時に放
とにより、備蓄制度の運営の 出し、低価格時に買戻し）につい
健全化を図る て検討

・備蓄コストの低減（保管料単価や ・左記の検討を踏まえ対応 ・左記の検討を踏まえ対応
保管方法の改善等）の検討

・備蓄と民間在庫との関係等につい
ての検討

・適切かつ効率的な備蓄運営を ・備蓄穀物の放出（買入れ）基準の ・明確化されたルールの下で運用 ・明確化されたルールの下で運(3) 備蓄運営方法の明確(3) 備蓄運営方法の明確(3) 備蓄運営方法の明確(3) 備蓄運営方法の明確
行うため、放出や貸付けを機 明確化の検討 用化・弾力化化・弾力化化・弾力化化・弾力化
動的に行える仕組みを確立 ・備蓄本来の機能を損なわない範囲 ・左記の検討を踏まえ実施 ・左記の検討を踏まえ実施

で、更に弾力的・効率的な備蓄の
貸付方法（貸付条件等）の検討

・備蓄水準の見直し等の検証に ・備蓄関係ワーキンググループを設 ・ワーキンググループについては、 ・ワーキンググループについて(4) 備蓄運営ルールの透(4) 備蓄運営ルールの透(4) 備蓄運営ルールの透(4) 備蓄運営ルールの透
当たって、第三者機関（飼料 置し、備蓄運営に係る具体的な検 必要に応じ引き続き検討 は、必要に応じ引き続き検討明性・客観性の確保明性・客観性の確保明性・客観性の確保明性・客観性の確保
問題懇談会等）を開催し、情 討と飼料問題懇談会への報告等
報提供や意見交換を行うこと
により、備蓄運営ルールの透
明性や客観性の確保
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実 現 す べ き 具 体 的 措 置実 現 す べ き 具 体 的 措 置実 現 す べ き 具 体 的 措 置実 現 す べ き 具 体 的 措 置
目 標目 標目 標目 標

平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度以降平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度以降平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度以降平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度以降

・備蓄事業を含めた飼料政策全 ・飼料政策全般の推進状況について ・左記の施策を推進 ・左記の施策を推進6 飼料政策の推進に関6 飼料政策の推進に関6 飼料政策の推進に関6 飼料政策の推進に関 、

般について、具体的なプログ 飼料問題懇談会を開催し、意見交する透明性の確保等する透明性の確保等する透明性の確保等する透明性の確保等
ラム（工程表）を作成し、透 換等を実施
明性のある、公正・中立な第
三者機関（例えば飼料問題懇 ・飼料施策の推進について、パンフ ・左記の施策を推進 ・左記の施策を推進
談会等）を開催し、国民に対 レット等を通じた国民にわかりや
し、分かり易い形で情報の提 すい情報提供の実施
供を図るとともに、意見交換
等を踏まえ、総合的な飼料政
策の展開の推進


